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最低賃金引き上げの署名（裏面）にご協力ください。FAXで送っていただいても結構です。

Web署名も
実施中！

（「京都総評
　最低生計費試算
　調査2023年改定」より）

（「京都総評
　最低生計費試算
　調査2023年改定」より）

今こそ、最低賃金

必要です

京都で普通に一人暮らしをするには
時給1700円（月26万円）以上必要

20代単身者世帯／男性
住居／25㎡

あるべき
“普通の暮らし”
にかかる額

低すぎる日本の最低賃金
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　世界的にみても京都の最低賃金は低すぎます。日本国
内でも地域間格差あり、賃金の高い隣接する都心部へ人
口が流出しています。京都で普通に暮らせる賃金にするこ
とは急務です。

物価高騰や各種税金の値上げの影響を受け、「健康で文化的な生活」を送るには今の最低賃金では低すぎます。最低賃
金の引き上げによって初任給があがっています。この流れをすべての労働者のベースアップにつなげましょう。

　京都総評が実施した最低生計費試算調査では、20代単身者が普通に
京都で一人暮らしをしようと思うと時給1700円、月額26万円以上必要と
いう結果が出ました。
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住居費
50,000円
住居費
50,000円

税・社保料
52,212円
税・社保料
52,212円

予備費
19,100円
予備費
19,100円

理美容費・
交際費など
28,100円

理美容費・
交際費など
28,100円

教育・娯楽
27,895円
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家具・家事用品
4,864円

家具・家事用品
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健康医療
1,171円
健康医療
1,171円

合計
263,121円

今の最低賃金では、
月額１８万円程度で
普通に生活出来ません。

単位：円



最低賃金時給1,700円以上への引き上げと
中小企業支援策の抜本改善を求める請願

物価高騰による生活困難は、いっそう深刻になっています。京都総評の最低生計費試算調査では、20代の若者が京
都で一人暮らしをしながら「普通に暮らす」ためには、生活費として時間額1,700円以上、月額26万円以上が必要とい
う結果となりました。
今の京都府最低賃金は時間額1,058円です。これは、法定労働時間上限173.8時間働いても、月収18万円・年収220万
円程にしかならず、現行の最低賃金では到底「普通に暮らす」ことはできません。
今こそ、最低賃金大幅引き上げで、個人消費の拡大を通じた生活改善・経済再建が求められます。政府は2020年代
には全国平均時間額1,500円へ引き上げるとしていますが、労働者の生活状況からも直ちに1,500円への到達、そして 
1,700円以上への引き上げが求められます。
また、昨年の京都地方最低賃金審議会の答申において、「中小企業・小規模事業者を対象とした消費税の減免措置や
社会保険料の事業主負担分の免除・軽減等、賃上げ原資の確保につながる直接的な支援策を行政として実施するよ
う、政府に対し強く要望する」とし、「業務改善助成金について設備投資や人材育成投資等を伴わなくても活用できる
等要件緩和を行うこと」や、「賃上げを直接的に支援する新たな支援制度の創設等を強く要望する」と明示されたよう
に、賃上げを支える中小企業支援策の充実が急務です。
以上の趣旨により、下記事項の実現にご尽力いただくよう請願いたします。

京都労働局長　　　様
２０２５年　　月　　日

京都総評（京都市中京区壬生仙念町30-2　ラボール京都5階　電話075-801-2308　FAX 075-812-4149）

［取扱団体］　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
※ご記入いただいた個人情報は、請願目的以外には使用しません。

１．京都府最低賃金を時間額1,700円以上に引き上げること。

２．中小企業支援について、「令和６年度　京都府最低賃金の改正決定について(答申)」を踏まえ
て直接的な支援策の創設と大幅な予算増額を行うことを本省に上申すること。

３．最低賃金法を改正し、全国一律制とするよう本省に上申すること。
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